
 熱海市民グラウンド条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  平成２８年３月１６日 

熱海市長 齊 藤  栄   

熱海市条例第１３号 

   熱海市民グラウンド条例の一部を改正する条例 

 熱海市民グラウンド条例（昭和４４年熱海市条例第９号）の一部を次のように改正する。 

 第１条の見出しを「（趣旨）」に改め、同条中「および」を「及び」に、「ことを目的」を「も

の」に改める。 

 第３条第１項中「及び照明施設」を削る。 

 第７条本文中「返還しない」を「、返還しない」に改め、同条ただし書中「責」を「責め」

に、「または」を「又は」に改める。 

 第１０条中「き損しまたは」を「毀損し、又は」に改める。 

 第１１条中「または」を「又は」に改める。 

 第１２条第１号中「午後９時」を「午後５時」に改める。 

 別表中 

「 
 
市民等 入場料その他の料金を徴収する場合 ３万８５０円 

上記以外
の場合 

午前６時から午前８時３０分まで ２，０５０円 

午前９時から午後０時３０分まで ４，１１０円 

午後１時から午後５時まで ４，１１０円 

午後５時３０分から午後９時まで ４，１１０円 

市 民 等
以 外 の
もの 

入場料その他の料金を徴収する場合 ６万１，７１０円 

上記以外
の場合 

午前６時から午前８時３０分まで ４，１１０円 

午前９時から午後０時３０分まで ８，２２０円 

午後１時から午後５時まで ８，２２０円 

午後５時３０分から午後９時まで ８，２２０円 
 」 

を 

「 
 
市民等 入場料その他の料金を徴収する場合 ３万８５０円 

上記以外
の場合 

午前６時から午前８時３０分まで ２，０５０円 

午前９時から午後０時３０分まで ４，１１０円 

午後１時から午後５時まで ４，１１０円 

市 民 等
以 外 の
もの 

入場料その他の料金を徴収する場合 ６万１，７１０円 

上記以外
の場合 

午前６時から午前８時３０分まで ４，１１０円 

午前９時から午後０時３０分まで ８，２２０円 

午後１時から午後５時まで ８，２２０円 
 」 

に改め、 

同表照明施設の項を削る。 



   附 則 

この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

 


